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(57)【要約】
　屈曲角度を制限した金属ビーム
　本発明は自動車生産用の金属ビームに関するものであ
って、少なくとも１つの面（１５０、１６０）には、部
品の屈曲時に少なくとも２つのボス（１５０）を形成す
る手段（１５０、１６０）を備え、少なくとも２つのボ
ス（１５０）は屈曲時に接触し、２つの隣接するボス（
１５０）の対向面の少なくとも一部が当接し合うことで
、構造部品の屈曲が限定される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車生産用の金属ビームであって、多角形若しくは曲線形の断面を有するワンピース
の管（例えば、角管）、又はいくつかの部品から組み立てた管のグループから選択された
構造を備え、さらに、少なくとも１つの面に、構造部品の屈曲時に少なくとも２つのボス
を形成させる手段（１５０、１６０）であって、少なくとも２つのボス（１５０）は屈曲
すると接触し、この２つの隣接するボス（１５０）の対向面の少なくとも一部が当接し合
うことで構造部品の屈曲が限定されるようにした、手段（１５０、１６０）を備える金属
ビーム。
【請求項２】
　少なくとも１つの面に、少なくとも２つのプリフォームされたボス（１５０）を備え、
前記ボスの間に断面積を有する間隙（１５９）が画定され、前記断面積が制御されて、２
つの隣接するボス（１５０）の対向面（１５２、１５４）の少なくとも一部が当接し合う
ことによって、金属ビームの屈曲が限定されるようにした、請求項１に記載の金属ビーム
。
【請求項３】
　少なくとも１つの面に、金属ビームの長さにわたって分散配置された一連のボス（１５
０）を備え、前記ボスの間に断面積を有する間隙（１５９）が画定され、前記断面積が制
御されて、２つの隣接するボス（１５０）の対向面の少なくとも一部が当接し合うことに
よって、金属ビームの屈曲が限定されるようにした、請求項１又は２に記載の金属ビーム
。
【請求項４】
　前記ボス（１５０）が前記ボスの間に間隙（１５９）を画定し、前記間隙の断面積が前
記ボスの最上部に向かって増大する、請求項１から３の何れか一項に記載のビーム。
【請求項５】
　前記ボス（１５０）が、互いに平行であって湾曲の軸に平行な直線母線によって画定さ
れる、請求項１から４の何れか一項に記載のビーム。
【請求項６】
　前記ボス（１５０）が前記ボスの全長に沿って一定の断面積を有する、請求項１から５
の何れか一項に記載のビーム。
【請求項７】
　前記ボス（１５０）が前記ボスの全長に沿って可変の断面積を有する、請求項１から５
の何れか一項に記載のビーム。
【請求項８】
　前記ボス（１５０）が相等しい断面積を有する、請求項１から７の何れか一項に記載の
ビーム。
【請求項９】
　前記ボス（１５０）が台形形状の断面を有する、請求項１から８の何れか一項に記載の
ビーム。
【請求項１０】
　前記ボス（１５０）が、平らな上面（１５３）と、前記ボスのベース（１５１）に対し
て傾斜した側面（１５２、１５４）を有し、傾斜角αは４０°から８０°までの間、好ま
しくは約６０°の角度である、請求項１から９の何れか一項に記載のビーム。
【請求項１１】
　前記ボス（１５０）がスタンピングによって形成されることを特徴とする、請求項１か
ら１０の何れか一項に記載のビーム。
【請求項１２】
　屈曲時に変形するように構成され、屈曲角度が閾値を超える場合に接触可能となる少な
くとも２つのボスを規定する手段（１６０）を備える、請求項１に記載のビーム。
【請求項１３】
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　屈曲時に変形するように構成され、屈曲角度が閾値を超える場合に接触可能となる少な
くとも２つのボス（１７０、１７２）を規定するプレート（１６２）を備え、プレートは
例えば金属製である、請求項１２に記載の金属ビーム。
【請求項１４】
　前記プレート（１６２）が、屈曲エリア（１０２）の両側のプレート両端（１６３、１
６４）において金属ビーム（１００）に固定され、前記プレートの中心には外に向かって
凸状のリブ（１６５）が設けられ、屈曲時にリブ（１６５）の足部が当接し合う、請求項
１３に記載の金属ビーム。
【請求項１５】
　前記プレート（１６２）が、屈曲エリア（１０２）の両側のプレート両端（１６３、１
６４）において金属ビーム（１００）に固定され、前記プレートは、当初は平らであるが
、前記屈曲エリアの両側に２つの折り畳み要素（１６６、１６７）を有し、前記プレート
（１６２）は、屈曲時に変形して前記２つの折り畳み要素（１６６、１６７）の間にふく
らみを生成して、前記ふくらみを前記プレート（１６２）の前記２つの端部に連結する前
記ふくらみの両側が当接し合う、請求項１３に記載の金属ビーム。
【請求項１６】
　当初は平らな前記プレート（１６２）は、前記屈曲エリア（１０２）の両側のプレート
両端（１６３、１６４）において、金属ビーム（１００）に固定され、前記プレートの中
央（１６８）は前記屈曲エリア（１０２）の高さに位置していて、屈曲時には、前記プレ
ート（１６２）が変形して前記中央の固定手段（１６８）と前記２つの側面固定手段（１
６３、１６４）との間に２つのふくらみ（１７０、１７２）をそれぞれ生成し、前記ふく
らみ（１７０、１７２）の最上部が当接し合う、請求項１３に記載の金属ビーム。
【請求項１７】
　前記ボス（１５０）が、金属ビーム（１００）の内面に形成される、請求項１から１６
の何れか一項に記載の金属ビーム。
【請求項１８】
　前記ボス（１５０）が、金属ビームの２つの対向する内面に設けられる、請求項１から
１７の何れか一項に記載の金属ビーム。
【請求項１９】
　前記ボス（１５０）が、金属ビーム（１００）と一体的に形成される、請求項１から１
８の何れか一項に記載の金属ビーム。
【請求項２０】
　前記ボス（１５０）が、金属ビーム（１００）に付加された部品によって形成される、
請求項１から１８の何れか一項に記載の金属ビーム。
【請求項２１】
　前記屈曲限定の手段が、折り畳み要素を含み、折り畳み要素は例えばプリフォームされ
たリブの形態である、請求項１から２０の何れか一項に記載の金属ビーム。
【請求項２２】
　前記ボス（１５０）は、いったん屈曲が起こると、３つの直交軸Ｘ、Ｙ、Ｚに沿って閉
塞を保証するように構成された形態フィッティング構造を備える、請求項１から２１の何
れか一項に記載の金属ビーム。
【請求項２３】
　前記ボス（１５０）の少なくとも１つが、その最上部に、屈曲時に、隣接するボスの補
完的最上部を受容する構造（１５０４）を有する、請求項１から２２の何れか一項に記載
の金属ビーム。
【請求項２４】
　屈曲されるべきエリア（１０２）の高さにおいて、金属部品の本体よりも低い機械抵抗
の制御特性を有する少なくとも１つのエリアを備えることを特徴とする、請求項１から２
３の何れか一項に記載の金属ビーム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属骨格の生産、特に車台、アンダボディ、車体構造、車体の生産で使用す
る金属部品の分野に関する。
【０００２】
　以下において、用語「車台」、「アンダボディ」の使用に限定的な意味はない。
【背景技術】
【０００３】
　金属骨格の生産に使用する金属部品として、激しい衝撃の際に変形して衝撃エネルギー
を吸収することで、衝撃エネルギーを車両内部に封じ込めるようにしたものが、これまで
幾つも提案されてきている。
【０００４】
　特に、屈曲によって変形可能な部品であるレールなどが提案されている。
【０００５】
　これに関し、非限定的な例として図１に、バンパー構造２０と車体構造要素３０との間
に載置された２つのレール１０、１２について、衝撃前の作動状態の様子を示し、図２に
は、この２つのレール１０、１２が激しい衝撃により屈曲した様子を示す。
【０００６】
　更に、非常に異なる用途で部品の変形を制御すべく、多くのシステムが提案されてきた
。
【０００７】
　しかしながら、これまで提案されてきたシステムは、ほとんどが複雑かつ高価であり、
満足できる信頼性を得られないので、自動車のアンダボディの設計に実装することができ
ない。
【０００８】
　このため、文献ＥＰ０３６９５２１では、軸の周りに等間隔配置した４つのロッドの組
でハンドルを支持する構造が提案されている。この種の構造はサイズや複雑さのために、
自動車のアンダボディに組み付けることはできない。
【０００９】
　最近では、非変形型の剛性エリアと低剛性エリアとの交代構造体となし、低剛性エリア
は周りの剛性エリアから圧力を受けると変形するようにした構造体が提案されており、例
えば、ＪＰ２００６－２００７０３及びＥＰ２０９４５５５などにある。特にこの構造体
は、少なくとも２つの非変形型の剛性エリアと、両剛性エリア間に挟まれて剛性エリアか
らの圧力で変形する低剛性エリアを含む少なくとも３つの要素を有する。この場合も、交
代構造体の複雑性や、コストや、低剛性エリアの変形に関する信頼性の不足のため、解決
策である交代構造体を自動車のアンダボディの生産には適用することができない。
【発明の概要】
【００１０】
　曲げ荷重がかかる部品の場合、屈曲角度が大きすぎると破損の危険性がある。この点に
配慮して、本発明の目的は、この種の破損リスクを低減する手段を提供することにある。
【００１１】
　本目的を実現すべく、本発明に係る構造部品は、多角形若しくは曲線形の断面を有する
ワンピースの管（例えば、角管）、又はいくつかの部品から組み立てた管のいずれかのグ
ループから選択された構造を備え、さらに、少なくとも１つの面に、構造部品の屈曲時に
少なくとも２つのボスを形成させる手段であって、少なくとも２つのボスは屈曲すると接
触し、この２つの隣接するボスの対向面の少なくとも一部が当接することで構造部品の屈
曲が限定されるようにした、手段を備える構造部品で実現される。
【００１２】
　以下の説明から明らかなように、本発明は、自動車のアンダボディ部品（特にレール）
の生産を可能にするものである。すなわち、アンダボディ部品の屈曲時に、例えば、衝撃
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によって部品に軸圧力がかかるような場合に、前記ボスが所定の屈曲角度から接触し合う
ようになって、ボスによってエネルギーを吸収し、同時に部品の屈曲を制限することにな
る。また、本発明によれば、荷重の伝達が可能になり、屈曲の圧縮機構が適切に動作可能
となるとともに、下流に配置されたアンダボディのローカルな構成要素の玉継ぎ手につい
ても適切な動作を確保することができる。
【００１３】
　一実施形態において、自動車生産用の金属ビームとなる部品は、少なくとも１つの面に
少なくとも２つのボスのプリフォームを備える。この少なくとも２つのボスのプリフォー
ムは、例えば、金属ビームの長さにわたって分散された一連のボスであって、ボスの間に
は制御面間隙（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｅｃｔｉｏｎ　ｇａｐｓ）が画定されて、２つの隣接
するボスの対向面の少なくとも一部同士が当接し合うことで、金属ビームの屈曲が限定さ
れるように構成される。
【００１４】
　本発明の有利な特徴として、ボスは、その間に制御面間隙を画定し、その断面積はボス
の最上部に向かって増大する。
【００１５】
　本発明の別の実施形態において、部品は、屈曲時に変形するように構成した手段を備え
、これにより、屈曲角度が所定の閾値を超えると接触し合う可能性が高くなる少なくとも
２つのボスが形成される。
【００１６】
　本発明の他の特徴、目的及び利点は、以下の詳細な説明及び、非限定的な例として提示
した添付図面から明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】前述したが、衝撃前の屈曲レールの例を概略的に示す。
【図２】前述したが、衝撃後の屈曲レールの例を概略的に示す。
【図３】屈曲前の本発明によるボスが提供された部品を概略的に示す。
【図４】屈曲後の同一部品を示し、ゆえに図２の参照エリアＩＶの拡大図を図示する。
【図５】本発明に係るボスの斜視図を示す。
【図６】本発明に係るボス間に形成された間隙について部品の長さに沿って断面積が可変
である変形例を概略的に示す。
【図７】ボスの幅が部品の長さに沿って変動するようにした、本発明に係る別の実施形態
を概略的に示す。
【図８】本発明に係る実施形態を示す。
【図９】２つのボスが部品の１つの面をスタンピングすることによって形成される実施形
態を示す。
【図１０】屈曲直後の図９に示された部品の斜視図を示しており、スタンピングによって
形成された２つのボスの当接による屈曲の限定を示す。
【図１１】図９に図示された部品の前面図を示す。
【図１２】１２ａが屈曲前の本発明の別の実施形態による部品の斜視図を示すのに対し、
図１２ｂは、屈曲前のこの部品の上面図を示す。
【図１３】屈曲前の本発明の別の実施形態に係る部品の斜視図を示す。
【図１４】屈曲後の本発明の別の実施形態に係る部品の斜視図を示す。
【図１５】屈曲前の図１４による部品の上面図を示す。
【図１６】図１５による部品の上面図を示す。
【図１７】屈曲後の図１５又は図１６による部品の上面図を示す。
【図１８】屈曲後の図１２又は図１３による部品の上面図を示す。
【図１９】屈曲前の、制御された機械特性を有するエリアを有する図１５による部品の上
面図を示す。
【図２０】屈曲後の図１９の部品の上面図を示す。
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【図２１】屈曲前の図５による部品の上面図を示す。
【図２２】屈曲後の図２１の部品を示す。
【図２３】本発明に係る部品の断面図を示し、部品の内面にボスを有する可能性を図示し
ている。
【図２４】本発明に係る部品の断面図を示し、部品の内面にボスを有する可能性を図示し
ている。
【図２５】本発明に係る部品の断面図を示し、部品の内面にボスを有する可能性を図示し
ている。
【図２６】屈曲前の図９の部品の上面図を示す。
【図２７】屈曲後の図２６の部品の上面図を示す。
【図２８】屈曲に作用するよう意図されたエリアの高さにおいて、制御された機械抵抗エ
リアを有する図２６の実施形態を示す。
【図２９】屈曲後の図２８の部品の上面図を示す。
【図３０】屈曲前の、スタンピングによって形成されたボスが部品の内面に形成される図
９の部品の変形例の断面図を示す。
【図３１】屈曲後の図３０の部品を示す。
【図３２】制御された抵抗エリアを有する図３０の部品に類似の部品を示す。
【図３３】屈曲後の図３２の部品を示す。
【図３４】ボスが非対称である実施形態の変形例を示す。
【図３５】図３４の部品の斜視図を示す。
【図３６】ボスが部品の外面に形成された縦溝の底に形成されている、図３５の実施形態
の変形例を示す。
【図３７】本発明の様々な実施形態に係る部品の断面図を示す。
【図３８】本発明の様々な実施形態に係る部品の断面図を示す。
【図３９】本発明の様々な実施形態に係る部品の断面図を示す。
【図４０】本発明の様々な実施形態に係る部品の断面図を示す。
【図４１】本発明の様々な実施形態に係る部品の断面図を示す。
【図４２】本発明の様々な実施形態に係る部品の断面図を示す。
【図４３】屈曲前の、ボスの実施態様の変形例に係る部品の断面図を示す。
【図４４】屈曲後の図４３の部品を示す。
【図４５】屈曲前の図４３の実施形態を示す。
【図４６】屈曲後の図４５の部品を示す。
【図４７】いったん屈曲が起こると、３つの軸Ｘ、Ｙ及びＺのブロッキングを保証するよ
うにした、本発明の実施形態に係る部品の屈曲前の斜視図を示す。
【図４８】屈曲後の図４７の部品の上面図を示す。
【図４９】図４８の別の斜視図を示す。
【図５０】屈曲前の本発明の別の実施形態の斜視図を示す。
【図５１】屈曲前の図５０の部品の上面図を示す。
【図５２】屈曲後の図５１の部品の上面図を示す。
【００１８】
　図３に、本発明に係る金属ビームの例示的実施形態を示す。
【００１９】
　図３に示す金属ビーム１００は、金属ビームの長さに沿って分布し、間に間隙１５９を
画定する一連の事前に形成されたボス１５０をビーム内面１１０の１つに備える管によっ
て形成される。
【００２０】
　図３及び図４の比較検査では、２つの隣接するボス１５０の側面１５２、１５４が図４
に示されるように接触するとき、長さに対する横軸についての構造部品１００の屈曲角度
が限定されることが分かる。
【００２１】
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　適切な場合、２つの隣接するボス１５０の間に形成された前述の間隙１５９は、２つの
隣接するボス５０がそれらの最高の高さで当接するとき、屈曲が限定されるように、断面
を長方形にすることができる。
【００２２】
　しかしながら、好ましくは、本発明に係る添付図面に示されたように、ボス１５０は、
ボスの最上部に向かって増大する断面の二面体形状の間隙１５９をボスの間に画定し、こ
の結果、２つの隣接するボス１５０が対向面１５２及び１５４の実質的にすべてにおいて
当接する。
【００２３】
　添付された図４に概略的に示されるように、ボス１５０は、ビーム１００の外面ではな
く、ビーム１００の内面に形成されるため、ビームは、外側粗片を有していない。この配
置は、本発明の実施形態の変形例すべてに当てはまる。
【００２４】
　好ましくは、ボス１５０は、互いに平行かつ湾曲の軸に平行なすべての直線母線によっ
て画定される。
【００２５】
　ボスを画定するこれらの直線母線は、好ましくは、部品の延長線の縦軸又は主軸に直交
する。したがって、ボス１５０は、部品の延長線の縦軸又は主軸に対して横方向に延びる
。
【００２６】
　この場合、ボス１５０は、ボスの幅全体に沿って一定の断面を有し、部品は、前述の軸
に対する直交面で部品自体を変形することによって、湾曲の前述の軸周囲で屈曲する。
【００２７】
　しかしながら、３次元での部品の屈曲を与えることが望まれる場合、即ち、屈曲される
部品の正中面に直交しない軸について屈曲を与えることが望まれる場合、ボスがその幅に
わたって可変断面を有するように、その側壁が互いに平行な直線母線によって画定される
ボス１５０を提供することができる。
【００２８】
　図３から図５に示された実施形態の場合、いずれのボスも、等脚台形形状の等しい断面
を有する（ベース１５１と最上面１５３が互いで平行であり、側壁１５２、１５４は高さ
が同じで、隣接するベース１５１とのなす角度が相等し）。ベース１５１は、部品１００
の内面に隣接している。上面１５３は、ベース１５１に平行である。側壁１５２及び１５
４は、台形の側面を形成する。この場合、間隙１５９もすべて等しいとして、曲率半径は
一定になる。
【００２９】
　一方、図６に示すように、間隙１５９の断面が可変のものや、図７に示すように、可変
断面のボス１５０の断面が可変なものの場合には、部品１００のエリアの想定長に応じて
変化する曲率半径が画定されることとなる。この場合、各ボス１５０は、等脚台形断面で
あっても角度は相異なればよく、あるいは、台形断面であって、ベース１５１とのなす角
度が等しくないものであってもよい。
【００３０】
　明らかに図６と図７に示す配置を組み合わせることができる。即ち、可変断面の間隙１
５９と可変断面のボス１５０とを組み合わせることができる。
【００３１】
　ボス１５０は、例えば、機械加工によって形成されるなど、部品１００で一体化され得
る。ボス１５０は、ビーム１００に加えられる部品から形成することができる。
【００３２】
　ボス１５０はまた、図９に示されるように、部品１００のスタンピングによって形成す
ることができる。実際、図９に示すものでは、２つのボス１５０がスタンピングによって
作られていて、部品１００の屈曲が閾値に達すると対向面１５２、１５４が図１０に示す
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ように接触することがみてとれる。
【００３３】
　本発明による特定かつ非限定的実施形態によれば、ボス１５０は、平らな上面１５３、
及びボスのベース１５１に対して４０°から８０°までの角度、好ましくは約６０°の角
度で傾斜した側壁１５２、１５４を有する。
【００３４】
　添付された図８では、本発明による実施形態が示されており、２つのボス１５０が、部
品のエリアの高さで固定されており、この場合、不測の破損を防止するために、湾曲の制
御、即ち、曲率半径を限定することが特に望ましい。したがって、図８を考慮すれば、当
業者は、本発明を部品の限定エリアに適用することができると理解するだろう。
【００３５】
　更に、図８に示される実施形態によれば、２つのボス１５０が部品１００上に形成され
た縦リブ９０に基づくことが分かるだろう。用語「縦」は、リブ９０が部品１００の延長
線の縦軸又は主軸に平行に延びることを意味している。リブ９０は、例えば、部品１００
の本体に連結した２つの側面９２、９４、及び側面９２、９４を互いに連結する最上部９
６から形成され、部品１００の本体の正中面に平行に延びる。側面９２、９４は、部品１
００の本体に全体的に非平行である。好ましくは、側面９２、９４は、それらの間に、例
えば、それらの間で４５°から９０°まで、典型的には約８０°の角度で傾斜する、部品
１００の本体に向かった凹面の二面体、を形成する。
【００３６】
　当業者は、そのような縦リブ９０の存在により、延長線の縦軸又は主軸に垂直な軸周囲
で曲げ荷重に対して部品を硬化させることができると理解するだろう。
【００３７】
　そのような縦リブ９０の存在は、部品１００の全長にわたり又はその長さの一部のみに
ついて、本発明のすべての実施形態に適用することができる。リブ９０に関連する剛性は
、剛性を制御する際に、例えば、側面９２、９４の厚さ及び高さを制御する際に容易に適
合することができる。
【００３８】
　例えば、ボス１５０は、ボスを部品１００にはんだ付けすることによって、スタンピン
グされ取り付けられた鋼部品の形態で作ることができる。
【００３９】
　図１２、図１３及び図１４では、本発明による３つの実施形態が示されており、２つの
ボス１５０が手段１６０、この場合、例えば、金属製のプレート１６２により形成されて
おり、屈曲すると変形し、したがって屈曲角度が閾値を超える場合、接触可能な少なくと
も２つのボス１５０を形成するように適合されている。
【００４０】
　図１２に示された実施形態によれば、プレート１６２は、屈曲エリア１０２の両側にお
いてその端１６３、１６４それぞれでビーム１００に固定されており、プレート１６２の
中央に、例えば、外に向かって凸の二面体形状のリブ１６５を有している。注目すべき屈
曲中に、リブ１６５をプレート１６２の２つの端部に連結するリブ１６５の足部は当接し
、屈曲を限定する。
【００４１】
　図１３に示された実施形態によれば、屈曲エリア１０２の両側の端１６３、１６４それ
ぞれでビーム１００に固定されたプレート１６２は、最初は平らであるが、屈曲エリアの
両側にそれぞれ配置された互いに平行に折り畳みを開始する２つの要素１６６、１６７を
有している。注目すべき屈曲中に、部品１６２は、変形して、２つの要素１６６と１６７
との間にふくらみを生成し、この２つの要素１６６、１６７は、言及されたふくらみをプ
レート１６２の端の２つの部分に連結させる当該ふくらみの両側が当接し、屈曲を限定す
るように、折り畳みを開始する。
【００４２】
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　図１４に示された実施形態によれば、プレート１６２は、最初は平らであり、屈曲エリ
ア１０２の両側においてプレートの端１６３、１６４それぞれで、かつ屈曲エリアの高さ
においてプレートの中央１６８で、ビーム１００に固定される。図１４に示されたように
、注目すべき屈曲が行われると、部品１６２が変形し、中央固定手段１６８と２つの側面
固定手段１６３、１６４との間に２つのふくらみ１７０、１７２がそれぞれ生成され、そ
の結果、当該ふくらみ１７０、１７２の最上部が当接し、屈曲を限定する。
【００４３】
　屈曲前の図１４による部品の上面図を示す図１５は、特に、ビーム上でのプレート１６
２の溶接点１６３、１６４、１６３０を示している。
【００４４】
　図１５の実施形態の変形例による部品の上面図を示す図１６は、同一の溶接点を示し、
中央固定手段１６３０と側面固定手段１６３及び１６４との間に作られたリブ１６５ａ及
び１６５ｂとして形成された折り畳み開始要素を示す。リブ１６５ａ及び１６５ｂは、直
線的かつ所望の屈曲軸に平行であり得る。
【００４５】
　図１７は、図１５又は図１６の部品において屈曲した後の上面図を示したもので、ボス
の最上部間で画定される連携によって屈曲が限定されている。
【００４６】
　図１８は、屈曲後の図１２又は図１３の部品において、屈曲した後の上面図を示したも
ので、ふくらみの足部間で画定される連携によって屈曲が限定されている。
【００４７】
　図１５による部品の上面図を示す図１９は、特に、屈曲前の制御された機械特性を有す
るエリア１０２を示しており、当該エリア１０２は、以下でより詳しく説明されることに
なる。
【００４８】
　図２０は、屈曲後の図１９の部品の上面図を示しており、屈曲可能なエリア１０２の衝
撃を図示する。
【００４９】
　図２１は、屈曲前の図５による部品の上面図を示しており、ボスを有する事前に形成さ
れた部品のビームへの溶接を介した固定の可能性を図示する。
【００５０】
　図２２は、屈曲後の図２１の部品を示す。
【００５１】
　図２３、図２４及び図２５は、本発明による部品の断面図を示しており、屈曲限定の手
段を部品の内面に配置する可能性を図示する。図２３によれば、屈曲限定手段は、２つの
開始要素１６５ａ及び１６５ｂを有する図１６に類似のプレートによって形成される。図
２４によれば、屈曲限定手段は、図８及び図２１の手段に類似する。図２５は、特に、屈
曲限定手段を制御された機械特性を有するエリア１０２と組み合わせる可能性を図示する
。
【００５２】
　屈曲前後の部品をそれぞれ示す図２８及び図２９は、特に、図２６及び図２７に示され
た屈曲限定手段とともに、屈曲への作用が意図されたエリアの高さにおいて、エリア１０
２と制御された機械抵抗とを組み合わせる可能性を示す。
【００５３】
　同様に、屈曲前後の部品をそれぞれ示す図３２及び図３３は、特に、図３０及び図３１
に示された屈曲限定手段とともに、屈曲への作用が意図されたエリアの高さにおいて、エ
リア１０２と制御された機械抵抗とを組み合わせる可能性を示す。
【００５４】
　図３４は、ボスが非対称であり、ボスの１つが一般的に三角形の右側断面を有している
のに対し、隣接するボスが一般的に長方形の断面を有している、実施形態の変形例の部品
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を示す。
【００５５】
　図３５は、図３４の部品の斜視図を示しており、ゆえに図３９に示されたビームの部品
の底でのスタンピングによって形成されたボスを図示する。
【００５６】
　図３６は、図３５の実施形態の変形例を示し、その中で、ボスは、図３９に示された部
品の、部品底の外面に形成された縦溝の底に形成されている。
【００５７】
　明らかに、手段１６０は、屈曲中に変形するよう適合された、他の実施形態の対象でも
あり得、屈曲角度が閾値を超える場合に接触可能な少なくとも２つのボスが形成される。
【００５８】
　別の有利な特性によれば、本発明による細長金属部品は、屈曲目的のエリア１０２の高
さで当該金属部品の本体よりも低い機械抵抗の制御された特性を有する少なくとも１つの
エリアを備える。部品の本体よりも低い制御された機械抵抗特性を有するエリア１０２の
存在を本発明の実施形態全てに適用することができる。
【００５９】
　好ましくは、この低機械抵抗のエリア１０２は、オーステナイト変態温度を上回る温度
まで金属面（ｍｅｔａｌ　ｆｌａｎ）を加熱し、次にそのように加熱された金属面を制御
された冷却回路及びローカルな加熱システムを有するスタンピングツールに整形し、更に
局部焼入を通して、変更された機械特性を取得できることを含む方法に従って作られる。
【００６０】
　図１１、図１９、図２０、図２８、図２９、図３２及び図３３では、低機械抵抗エリア
１０２がハッチングされる。
【００６１】
　事前に画定された低抵抗のエリア１０２が存在することによって、屈曲場所を制御し、
ボスに基づき限定手段の効果を保証することができる。
【００６２】
　前述のように、ビーム１００は、任意の多角形又は湾曲断面の一体的な一片の管、例え
ば、図３７に示されるような正方形断面の管、又は図３８から図４１に示されるようない
くつかの部品のアセンブリによって形成される管であり得るが、これらに限定されない。
【００６３】
　図３８では、ビーム１００は、ヘッドトゥーテイル装着型の２つの対称な部品１３０、
１４０を組み立てることによって形成されており、その部品の各々は、部品底１３２及び
１４２とともにＵ字型を形成する２つの横方向の壁１３３、１３４及び１４３、１４４に
よって構成された部品底１３２、１４２によって形成されており、当該壁が、部品底１３
２、１４２に対向する自由端で、外に向けられ部品底１３２、１４２に一般的に平行な２
つのフランジ１３５、１３６及び１４５、１４６によって、延長されている。２つの部品
１３０と１４０は、例えば、溶接によって、隣接するそれらのフランジ１３５と１３６及
び１４５と１４６それぞれによって固定される。
【００６４】
　図３９では、ビーム１００が、２つの部品１３０、１２０を組み合わせることによって
形成される。部品１３０は、部品底１３２と共にＵ字型を形成する２つの横方向の壁１３
３、１３４によって組み立てられた部品底１３２を有しており、当該横方向の壁１３３、
１３４は、外に向かって方向付けられ、部品底１３２に一般的に平行な２つのフランジ１
３５、１３６によって部品底１３２に対向する自由端で延在している。部品１２０は、一
般的に平らなカバーを形成するが、その中央部分に、部品１３０を覆い、フランジ１３５
、１３６に続くリブを含み得る。２つの部品１２０及び１３０は、例えば、溶接によって
、フランジ１３５、１３６で固定される。
【００６５】
　図４０では、ビーム１００が、２つの部品１２０と１３０との間に２つの直交する主要
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な２つの部品１２０、１３０を組み立てることによって、形成され、それらそれぞれのう
ちの一方が直交するフィン１２２０、１３２０によって延長されている。フィン１２２０
及び１３２０は隔壁１３００及び１２００に隣接しており、当該隔壁１２００と１２１０
、１３００と１３１０は、正方形断面の中央壁を一体的に画定する。
【００６６】
　図４１は、隔壁１３００の１つが凹部１３３２によって連結されたフィン１３３０を有
し、フィン１２２０に隣接したフィン１３３０が正方形断面の中央壁の幅の半分に位置す
るように、２つの部品１２０、１３０が対称でない図４０の実施形態を示す。
【００６７】
　図４２は、例えば、図３９に示されるように、ボスを部品の壁１３３又は１３４に配置
する可能性を図示する。
【００６８】
　明らかに、本発明は、上記の実施形態を限定するものではなく、本発明の範囲内のすべ
ての変形例に及ぶものである。
【００６９】
　図４３は、屈曲前の、ボスの実施態様の変形例による、部品の概略図を示す。この場合
、それぞれの側壁の１つが、ビームの対向する内面でそれぞれ、屈曲するとすぐに接触で
きるように、２つのボスが、互いにずらされつつ、実質的に対向した状態で提供される。
【００７０】
　図４４は、屈曲後の図４３の部品を示し、そのように画定されたボスの間の連携を図示
する。
【００７１】
　図４５は、屈曲前の図４３の実施形態の変形例を示しており、ビームの内面に２つのボ
ス、及びビームの対向する内面に第３のボスであって、最初に述べられた２つのボスの間
に画定された対向する第３のボスが存在する。
【００７２】
　図４６は、屈曲後の図４５の部品を示す。
【００７３】
　図４７は、本発明の実施形態に係る部品の屈曲前の斜視図を示すものであって、いった
ん屈曲が起こると、３つの軸Ｘ、Ｙ、Ｚの閉塞を保証するように構成されている。この場
合、Ｘ軸についてビームの屈曲の際に当接及び係合するように適合された２つのボス１５
０が提供され、その２つのボスは、それぞれの直交軸Ｙ及びＺに沿った任意の移動を防止
するために、屈曲するとすぐにＸ軸に沿って互いに適合可能である形態フィッティング構
造を有している。例えば、上記形態フィッティング構造は、ボスのうちの１つに軸Ｘに対
して横方向に向けられたリブ１５００、及び対向するボスに補完的溝１５０２を有し得る
。明らかに、形態フィッティング構造の多くの構成を考慮することができる。
【００７４】
　図４８は、屈曲後の図４７の部品の上面図を示す。
【００７５】
　図４９は、屈曲後の図４８の別の斜視図を示す。
【００７６】
　図５０及び図５１は、屈曲前の本発明の別の実施形態の斜視図を示し、ボス１５０の１
つは、図５２に示されたように、屈曲するとすぐに、隣接するボスの補完的凸状の最上部
を受容するように適合された凹状の凹部１５０４をその最上部に有している。
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